
WHO はコロナ緊急事態の終了を告げました。3年余のコロナ禍に、集団の利益と個人の自由との狭間で、

私たちは非常時における利用者への「意思決定支援」の難しさに直面しました。例えば、ワクチン接種です。 

福祉事業者は切り札とされたワクチンを祈る思いで待ち、2回接種完了時はたいへん安堵したものでした。

が、その後繰り返す株変異に効果の減衰傾向が明らかとなり、世間では追加接種をしない人が増えました。現

在、WHOも健康な成人や子どもを追加接種の推奨対象からは外しています。ところが、多くの知的障がい者

施設では、65歳未満の健康な利用者であっても 4回目以降の接種率が有意に高いと思われます（65歳未満

4回目接種率全国平均は約 3割）。自身や関係者と熟慮した上なら良いのですが、施設ならではの同調圧力も

働きますし、今後このようなデリケートな判断をどう支援すべきか、課題が残ります。  理事長 田中研吾 
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理事会の開催 および 決議報告 ほか 

◆ 2023年 3月 9日 理事会 可決議案 

第 1号議案 2023年度 事業計画（案） 

第 2号議案 2023年度 収支予算（案） 

第 3号議案 2022年度役員等賠償責任保険契約

締結における内容の決議（案） 

第 4号議案 就業規則 賃金規程 改正（案） 

・人材確保、定着促進を目的とした待遇改善にかか

る改正案 

第 5号議案 評議員会の決議を求める提案（予算

に関する評議員会を 3月 19日開催

予定） 

 

◆ 2023年 3月 16日 理事会 可決議案 

第１号議案 評議員選任・解任委員 1名の辞任に

伴う新委員選任の件 

・評議員選任・解任委員（定員 3名）について、

事務局からの委員として選任されていた 1名が

辞任したことに伴う選任人事案 

 

◆ 2023年 4月 20日 理事会 可決議案 

第 1号議案 製菓製造販売店展開の為の機器購入

事業について、2023年度日本郵便

年賀寄付金配分事業による配分金を受

領し、実施する件 

・就労継続支援 B型事業の製菓製造販売店展開の

為の機器購入を対象とした日本郵便株式会社によ

る 2023年度年賀寄付金配分事業の採択決定に

ついて、これを受諾し、当該事業を実施すること

への承認を求める提案。 

第 2号議案 公益財団法人 JKAに助成申請した福

祉車両・就労支援車両等の整備事業に

ついて、2023年度競輪公益資金に

よる補助金交付を受諾し、実施する件 

・製菓商品の移動販売車 1台の新規購入を行う車

両整備事業について、2023年度競輪公益資金

による補助金交付決定を受諾し、当該補事業を実

施することへの承認を求める提案。 

 

◆ 2023年 4月 21日 理事会 可決議案 

第 1号議案 評議員会の決議を求める提案（4/20

の 2議案について決議を省略し評議

員会の承認を求める提案） 

 

■新型コロナウイルス感染症在宅ケア継続支援事

業への協力継続 

堺市の施策「新型コロナウイルス感染症在宅ケア

継続支援事業【介護者が感染した場合の被介護者

（障害・要介護高齢者）への支援】」での「在宅が

困難な場合における自宅以外でのケア継続事業」に

ついて、市の要請があれば「ショートステイあか

ね」を介護場所とする協力態勢を継続する。（5類

移行に伴い、2023年 5月 7日をもち終了） 

■「ショートステイあかね」、堺市の地域生活支援

拠点等を担う短期入所事業所として参画 

「ショートステイあかね」が、2023年度からの

堺市の新たな緊急対応スキームとなる障害者総合支

援法における地域生活支援拠点等の機能[緊急時の

受入れ･対応] を担う事業所として参画する。 

■既存グループホームの防災強化と事業所再編 

 2023年度から次年度にかけ、耐震上の課題が存

するグループホーム（賃貸物件）について所有者に

よる建替えが実施される見通しで、利用者の旧ホー

ムの一旦退居および新ホーム再入居、ホーム間転居

等を伴うグループホーム事業所の再編を行う。 

■「青い鳥」事業の再構築（法人設立 20周年事業） 

 前年度に示した事業所 3分割案を修正する。就労

継続支援事業の製菓製造販売店舗新規出店について

は既定通り実施し、生活介護事業の高齢、重度化対

策については、事業所の新規開設でなく、既存施設

や敷地の合理的な再配置と必要なリノベーションに

より対応する。 

■その他 前年度より継続する重要案件 

・「堺市緊急時対応事業」への参画 

・「大阪しあわせネットワーク（オール大阪の社会福

祉法人による社会貢献事業）」への参画 

・「堺市障害児等療育支援事業（あい・すてーしょ

ん）」、「堺市障害児通所支援事業者育成事業」への

参画 

2023 年度の主な事業計画 

 

 
 
 

こころの窓の仲間を支える会の皆さま、20年にわたる家族活動、誠にお疲れ様でございました。
当法人は 2003年の青い鳥開所以来、ご家族の皆さまから物心両面にわたるご厚情を頂戴して参り
ました。皆さまのご支援、ご協力なくしては今日までの法人の発展はあり得ず、改めまして心より厚
くお礼申しあげます。 
この度の会解散にあたり、皆さまが長年積み立ててこられた会費から当法人にあてて、施設リノベ

ーション整備等寄付金として 20,995,663円、利用者携行品等更新費用助成寄付金として
800,000円、あわせて 21,795,663円もの多額のご寄付金を頂戴いたしました。 
これもひとえにご利用者さまの行く末を思い遣るご家族皆さまの深いお気持ちによるものと、従業

員一同、しかと胸に刻み込み、ご利用者さまがこれからも仲間とともにこの堺で安心し心豊かに暮ら
し続けられますよう地域福祉増進に力を注いでいく所存でございます。 
今後ともどうぞ、お力添えのほどよろしくお願い申しあげます。 

 

こころの窓の仲間を支える会 会員の皆さま － ご寄付お礼 － 


